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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商品の位置に応じて設定された第１の領域内で人の手を検知した後に、前記第１の領域
と同じ領域又は前記第１の領域を包含する第２の領域内で前記人の手が検知されず、かつ
、前記位置に応じて設定された商品の検知領域内で前記商品が検知されない場合に、前記
商品がピックアップされたことを検出する、
　ことを特徴とする、コンピュータにより実行される商品情報出力方法。
【請求項２】
　商品の位置に応じて設定された第１の領域内で人の手を検知した後に、前記第１の領域
と同じ領域又は前記第１の領域を包含する第２の領域内で前記人の手が検知されず、かつ
、前記位置に応じて設定された商品の検知領域内で前記商品が検知されない場合に、前記
商品に対応づけられた映像の出力を行う、
　ことを特徴とする、コンピュータにより実行される商品情報出力方法。
【請求項３】
　前記出力は、前記商品と同じ種類で物理的に別個の商品の方向に向けた映像の投影であ
る、ことを特徴とする請求項２に記載の商品情報出力方法。
【請求項４】
　前記出力は、前記映像は前記商品が発する匂い又は前記商品の味又は前記商品の触感又
は前記商品が発する音を表現した映像である、ことを特徴とする請求項３記載の商品情報
出力方法。
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【請求項５】
　前記出力は、前記映像は前記商品が発する匂いの時間的変化又は前記商品の味の時間的
変化又は前記商品の触感の時間的変化又は前記商品が発する音の時間的変化を表現した映
像である、ことを特徴とする請求項３記載の商品情報出力方法。
【請求項６】
　前記映像の出力の開始後に、前記商品とは異なる他の商品の位置に応じて設定された第
３の領域内で人の手を検知した後に、前記第３の領域と同じ領域又は前記第３の領域を包
含する第４の領域内で前記人の手が検知されず、かつ、前記他の商品の位置に応じて設定
された商品の検知領域内で前記他の商品が検知されない場合に、前記他の商品に対応づけ
られた映像の出力を開始する、ことを特徴とする、コンピュータにより実行される請求項
２記載の商品情報出力方法。
【請求項７】
　前記人の手は、指部分である、ことを特徴とする請求項１に記載の商品情報出力方法。
【請求項８】
　前記人の手の検知は、前記商品の位置を撮像範囲に含む撮像装置で取得した撮像画像に
含まれる人の画像について行った骨格分析によって得られる、ことを特徴とする請求項１
に記載の商品情報出力方法。
【請求項９】
　前記第１の領域、前記第２の領域および前記商品の検知領域は、前記商品の位置を撮像
範囲に含む撮像装置で取得した撮像画像から検出された商品の位置に応じて設定されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の商品情報出力方法。
【請求項１０】
　商品の位置に応じて設定された第１の領域内で人の手を検知した後に、前記第１の領域
と同じ領域又は前記第１の領域を包含する第２の領域内で前記人の手が検知されず、かつ
、前記位置に応じて設定された商品の検知領域内で前記商品が検知されない場合に、前記
商品がピックアップされたことを検出する、
　処理をコンピュータに実行させることを特徴とする商品情報出力プログラム。
【請求項１１】
　商品の位置に応じて設定された第１の領域内で人の手を検知した後に、前記第１の領域
と同じ領域又は前記第１の領域を包含する第２の領域内で前記人の手が検知されず、かつ
、前記位置に応じて設定された商品の検知領域内で前記商品が検知されない場合に、前記
商品に対応づけられた映像の出力を行う、
　処理をコンピュータに実行させることを特徴とする商品情報出力プログラム。
【請求項１２】
　商品の位置に応じて設定された第１の領域内で人の手を検知した後に、前記第１の領域
と同じ領域又は前記第１の領域を包含する第２の領域内で前記人の手が検知されず、かつ
、前記位置に応じて設定された商品の検知領域内で前記商品が検知されない場合に、前記
商品がピックアップされたことを検出する検出部
　を有することを特徴とする制御装置。
【請求項１３】
　商品の位置に応じて設定された第１の領域内で人の手を検知した後に、前記第１の領域
と同じ領域又は前記第１の領域を包含する第２の領域内で前記人の手が検知されず、かつ
、前記位置に応じて設定された商品の検知領域内で前記商品が検知されない場合に、前記
商品に対応づけられた映像の出力させる制御を行う制御部
　を有することを特徴とする制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、商品情報出力方法、商品情報出力プログラムおよび制御装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来より、陳列された商品が取り出されかを撮影画像から検出する技術が提案されてい
る。例えば、各商品の陳列位置に対応してその商品の識別情報を記憶し、撮影画像から顧
客の手の動きを監視して商品が取り出されたかを認識すると、商品が取り出された位置か
ら取り出された商品を特定する技術がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１７１２４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の技術は、陳列位置に対応して商品を予め記憶させるため、例えば
、顧客が商品を一時的に持つことなどによって、商品の位置が変更された場合、商品が取
り出されたことを検出できない。
【０００５】
　本発明は、一側面では、商品が取り出されたことを検出できる商品情報出力方法、商品
情報出力プログラムおよび制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　１つの態様では、商品情報出力方法は、商品の位置に応じて設定された第１の領域内で
人の手を検知した後に、前記第１の領域と同じ領域又は前記第１の領域を包含する第２の
領域内で前記人の手が検知されず、かつ、前記位置に応じて設定された商品の検知領域内
で前記商品が検知されない場合に、前記商品がピックアップされたことを検出する処理を
コンピュータにより実行させる。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の一側面によれば、商品が取り出されたことを検出できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、店舗構成の一例を説明する図である。
【図２】図２は、商品情報表示システムの全体の概略構成の一例を示す図である。
【図３】図３は、センサ装置から出力される人体の部位の位置を示す位置情報の一例を示
す図である。
【図４】図４は、制御装置の機能的な構成の一例を示す図である。
【図５】図５は、商品情報のデータ構成の一例を示す図である。
【図６】図６は、表示コンテンツ情報のデータ構成の一例を示す図である。
【図７】図７は、商品イメージ情報のデータ構成の一例を示す図である。
【図８】図８は、領域の一例を示す図である。
【図９】図９は、ピックアップの検出を説明する図である。
【図１０】図１０は、ディスプレイに表示される画像の一例を示す図である。
【図１１】図１１は、タブレット端末に表示される画像の一例を示す図である。
【図１２】図１２は、投影される画像の一例を示す図である。
【図１３】図１３は、表示制御処理の手順の一例を示すフローチャートである。
【図１４】図１４は、商品情報出力プログラムを実行するコンピュータを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、本発明にかかる商品情報出力方法、商品情報出力プログラムおよび制御装置の
実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施例によりこの発明が限定される
ものではない。そして、各実施例は、処理内容を矛盾させない範囲で適宜組み合わせるこ



(4) JP 6197952 B2 2017.9.20

10

20

30

40

50

とが可能である。
【実施例１】
【００１０】
［店舗構成］
　最初に、実施例１に係る商品情報表示システムを用いて商品のプロモーションを行う店
舗構成の一例を説明する。図１は、店舗構成の一例を説明する図である。図１に示すよう
に、店舗１は、商品を陳列する商品棚２が設けられている。商品棚２は、上面が平板状と
されており、人が通過可能な通路の脇に配置され、当該通路に沿って商品が陳列されてい
る。本実施例では、商品を香水３とした場合を例にしており、商品棚２上に商品として４
種類の香水３Ａ～３Ｄが陳列されている。なお、商品は、香水に限定されるものではなく
、また、種類も４種類に限定されるものではない。
【００１１】
　また、商品棚２には、通路から見て香水３Ａ～３Ｄの奥側にタブレット端末２３が表示
面を通路側へ向けて配置されている。さらに、商品棚２には、通路から見てタブレット端
末２３の奥側に、商品を展示するための展示台４が配置されている。展示台４は、平板状
で奥側の１辺が立設された断面がＬ字の形状とされ、スタンド部分４Ａと壁部分４Ｂによ
り形成されている。このスタンド部分４Ａには、商品棚２上に置かれた香水３と同じ種類
で物理的に別個の香水５が、配置されている。本実施例では、４種類の香水３Ａ～３Ｄと
同じ種類で物理的に別個の香水５Ａ～５Ｄが、香水３Ａ～３Ｄと同じ並び順で香水３Ａ～
３Ｄの配置位置に対応させて配置されている。この香水５は、香水３と同じものとしても
よく、外見を実物そっくりに似せた模型であってもよい。また、壁部分４Ｂには、センサ
装置２１が設けられている。センサ装置２１は、人の検出が可能とされており、通路側が
検出領域となるように配置されている。また、商品棚２の内側には、制御装置２０が配置
されている。
【００１２】
　また、店舗１には、プロジェクタ２４が設けられている。プロジェクタ２４は、映像を
投影可能な投影領域内に香水５Ａ～５Ｄが収まるように配置されており、香水５Ａ～５Ｄ
に対して映像の投影が可能とされている。プロジェクタ２４は、店舗１の天井に固定され
ていてもよく、壁に固定されていてもよい。
【００１３】
　また、店舗１は、周囲の壁面にディスプレイ２２が設けられている。ディスプレイ２２
は、店舗１内の広範囲な位置から見えるように、表示面のサイズがタブレット端末２３よ
りも大きいものとされ、タブレット端末２３よりも香水３Ａ～３Ｄの位置から離れた位置
に配置されている。また、タブレット端末２３は、顧客が香水３Ａ～３Ｄの前に位置した
際に表示面が見えるように、香水３Ａ～３Ｄに近い位置に配置されている。
【００１４】
［システム構成］
　次に、本実施例に係る商品情報表示システムについて説明する。図２は、商品情報表示
システムの全体の概略構成の一例を示す図である。図２に示すように、商品情報表示シス
テム１０は、制御装置２０と、センサ装置２１と、ディスプレイ２２と、タブレット端末
２３と、プロジェクタ２４とを有する。
【００１５】
　センサ装置２１は、人の検出が可能とされたセンサバイスである。例えば、センサ装置
２１は、カメラが内蔵され、所定のフレームレートでカメラにより画像を撮影し、撮影さ
れた撮影画像から人体の検出を行う。センサ装置２１は、人体が検出されると、骨格分析
を行って頭や指先などの人体の部位の位置を特定する。そして、センサ装置２１は、撮影
画像の画像データと、人体の部位毎の位置を示す位置情報を出力する。このようなセンサ
装置２１としては、例えば、ＫＩＮＥＣＴ（登録商標）が挙げられる。
【００１６】
　図３は、センサ装置から出力される人体の部位の位置を示す位置情報の一例を示す図で
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ある。図３の例では、位置情報により示される人体の部位毎の位置を点で示し、点を結ん
で人体の骨格部分を示している。
【００１７】
　図２に戻り、ディスプレイ２２は、各種情報を表示する表示デバイスである。ディスプ
レイ２２としては、ＬＣＤ（Liquid　Crystal　Display）やＣＲＴ（Cathode　Ray　Tube
）などの表示デバイスが挙げられる。ディスプレイ２２は、各種情報を表示する。例えば
、本実施例では、ディスプレイ２２に、広告の映像など各種の画像を表示する。
【００１８】
　タブレット端末２３は、各種情報の表示および入力が可能とされた端末装置である。本
実施例では、タブレット端末２３を、個別の顧客に対するプロモーションを行う表示デバ
イスとして用いている。このような表示デバイスとしてタブレット端末２３の代わりにデ
ィスプレイや、ノートブック型パソコンを用いてもよい。
【００１９】
　プロジェクタ２４は、各種情報を投影する投影デバイスである。プロジェクタ２４は、
各種情報を投影することにより、表示する。例えば、プロジェクタ２４により商品に対し
て当該商品を表現したイメージを示す映像を投影する。例えば、商品が発する匂い、味、
触感、発する音などを表現した映像を投影する。本実施例では、香水５Ａ～５Ｄに対して
、それぞれが発する匂いを表現した映像を投影する。
【００２０】
　制御装置２０は、商品情報表示システム１０全体を制御する装置である。制御装置２０
は、例えば、パーソナルコンピュータやサーバコンピュータなどのコンピュータなどであ
る。制御装置２０は、１台のコンピュータとして実装してもよく、また、複数台のコンピ
ュータによる実装してもよい。なお、本実施例では、制御装置２０を１台のコンピュータ
とした場合を例として説明する。
【００２１】
　制御装置２０は、センサ装置２１と接続され、センサ装置２１を介して顧客の検出が可
能とされている。また、制御装置２０は、ディスプレイ２２、タブレット端末２３および
プロジェクタ２４と接続され、ディスプレイ２２、タブレット端末２３およびプロジェク
タ２４を制御して、表示させる映像の制御が可能とされている。また、制御装置２０は、
不図示のネットワークを介してＳＮＳ（Social　Networking　Service）２５と通信可能
に接続され、各種の情報を交換することが可能とされている。かかるネットワークの一態
様としては、有線または無線を問わず、携帯電話などの移動体通信、インターネット（In
ternet）、ＬＡＮ（Local　Area　Network）やＶＰＮ（Virtual　Private　Network）な
どの任意の種類の通信網を採用できる。
【００２２】
　ＳＮＳ２５は、ユーザ同士がメッセージを投稿し、交換することによって情報流通を行
うソーシャルメディアを提供するクラウドシステムである。ＳＮＳ２５は、１台のコンピ
ュータにより実装されてもよく、また、複数台のコンピュータにより実装されてもよい。
このＳＮＳ２５としては、例えば、ツイッター（登録商標）やフェイスブック（登録商標
）などが挙げられる。
【００２３】
［制御装置の構成］
　次に、本実施例に係る制御装置２０の構成について説明する。図４は、制御装置の機能
的な構成の一例を示す図である。図４に示すように、制御装置２０は、外部Ｉ／Ｆ（イン
タフェース）部３０と、通信Ｉ／Ｆ部３１と、記憶部３２と、制御部３３とを有する。
【００２４】
　外部Ｉ／Ｆ部３０は、各種データの入出力を行うインタフェースである。外部Ｉ／Ｆ部
３０は、例えば、ＵＳＢ（Universal　Serial　Bus）などの汎用のインタフェースであっ
てもよい。また、外部Ｉ／Ｆ部３０は、Ｄ-Ｓｕｂ（D-Subminiature）、ＤＶＩ（Digital
　Visual　Interface）、DisplayPort、ＨＤＭＩ（登録商標）（High-Definition　Multi
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media　Interface）などの映像用のインタフェースであってもよい。
【００２５】
　外部Ｉ／Ｆ部３０は、接続された他の装置と各種情報を入出力する。例えば、外部Ｉ／
Ｆ部３０は、センサ装置２１と接続され、センサ装置２１から撮影画像の画像データおよ
び人体の部位の位置を示す位置情報が入力する。また、外部Ｉ／Ｆ部３０は、ディスプレ
イ２２およびプロジェクタ２４と接続され、ディスプレイ２２に表示およびプロジェクタ
２４から投影する映像のデータを出力する。
【００２６】
　通信Ｉ／Ｆ部３１は、他の装置との間で通信制御を行うインタフェースである。通信Ｉ
／Ｆ部３１としては、ＬＡＮカードなどのネットワークインタフェースカードを採用でき
る。
【００２７】
　通信Ｉ／Ｆ部３１は、不図示のネットワークを介して他の装置と各種情報を送受信する
。例えば、通信Ｉ／Ｆ部３１は、タブレット端末２３へ表示させる映像のデータを送信す
る。また、通信Ｉ／Ｆ部３１は、ＳＮＳ２５から投稿されたメッセージに関する情報を受
信する。
【００２８】
　記憶部３２は、各種のデータを記憶する記憶デバイスである。例えば、記憶部３２は、
ハードディスク、ＳＳＤ（Solid　State　Drive）、光ディスクなどの記憶装置である。
なお、記憶部３２は、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）、フラッシュメモリ、ＮＶＳＲ
ＡＭ（Non　Volatile　Static　Random　Access　Memory）などのデータを書き換え可能
な半導体メモリであってもよい。
【００２９】
　記憶部３２は、制御部３３で実行されるＯＳ（Operating　System）や各種プログラム
を記憶する。例えば、記憶部３２は、後述する表示制御処理を実行するプログラムを含む
各種のプログラムを記憶する。さらに、記憶部３２は、制御部３３で実行されるプログラ
ムで用いられる各種データを記憶する。例えば、記憶部３２は、商品情報４０と、表示コ
ンテンツ情報４１と、商品イメージ情報４２と、コンテンツデータ４３と、インターネッ
ト情報４４とを記憶する。
【００３０】
　商品情報４０は、プロモーションの対象となる商品に関する情報を記憶したデータであ
る。本実施例では、商品情報４０に、香水３Ａ～３Ｄに関する情報が記憶されている。例
えば、商品情報４０には、商品毎に商品名などの商品の情報や、ターゲットとなる購買層
などの情報が記憶される。
【００３１】
　図５は、商品情報のデータ構成の一例を示す図である。図５に示すように、商品情報４
０は、「商品ＩＤ」、「商品」、「属性」の各項目を有する。商品ＩＤの項目は、商品を
識別する識別情報を記憶する領域である。商品には、それぞれを識別する識別情報として
、ユニークな商品ＩＤが付与される。商品ＩＤの項目には、商品に付与された商品ＩＤが
格納される。商品の項目は、例えば、商品名など、商品を示す情報を記憶する領域である
。属性の項目は、商品がターゲットとする購買層に関する情報を記憶する領域である。
【００３２】
　図５の例では、商品ＩＤ「Ｓ００１」は、商品が「香水３Ａ」であり、ターゲットとす
る購買層の属性が「若者、女性向け」であることを示す。また、商品ＩＤ「Ｓ００２」は
、商品が「香水３Ｂ」であり、ターゲットとする購買層の属性が「若者、男性向け」であ
ることを示す。商品ＩＤ「Ｓ００３」は、商品が「香水３Ｃ」であり、ターゲットとする
購買層の属性が「熟年、女性向け」であることを示す。商品ＩＤ「Ｓ００４」は、商品が
「香水３Ｄ」であり、ターゲットとする購買層の属性が「熟年、男性向け」であることを
示す。
【００３３】



(7) JP 6197952 B2 2017.9.20

10

20

30

40

50

　図４に戻り、表示コンテンツ情報４１は、コンテンツに関する情報を記憶したデータで
ある。例えば、表示コンテンツ情報４１には、コンテンツがどのような種類のデータであ
るかや、どこに記憶されているかが記憶される。
【００３４】
　図６は、表示コンテンツ情報のデータ構成の一例を示す図である。図６に示すように、
表示コンテンツ情報４１は、「コンテンツＩＤ」、「時間」、「ファイル種別」、「格納
場所」、「商品ＩＤ」の各項目を有する。コンテンツＩＤの項目は、コンテンツを識別す
る識別情報を記憶する領域である。コンテンツには、それぞれを識別する識別情報として
、ユニークなコンテンツＩＤが付与される。コンテンツＩＤの項目には、コンテンツに付
与されたコンテンツＩＤが格納される。時間の項目は、コンテンツとして保存された映像
の再生時間を記憶する領域である。ファイル種別の項目は、コンテンツのデータの種類を
記憶する領域である。格納場所の項目は、コンテンツのデータの格納先およびコンテンツ
のデータのファイル名を記憶する領域である。本実施例では、格納場所に、コンテンツの
データへのパスが記憶されている。商品ＩＤの項目は、商品を識別する識別情報を記憶す
る領域である。
【００３５】
　図６の例では、コンテンツＩＤ「Ｃ００１」は、再生時間が「６秒」であり、ファイル
種別が「ａｖｉ」であり、格納場所が「C:¥aaaa¥bbbb¥cccc」であり、対応付けられた商
品の商品ＩＤが「Ｓ００１」であることを示す。ファイル種別「ａｖｉ」は、ａｖｉ（Au
dio　Video　Interleaving）ファイルを示す。コンテンツＩＤ「Ｃ００２」は、再生時間
が「６秒」であり、ファイル種別が「ａｖｉ」であり、格納場所が「C:¥aaaa¥bbbb¥cccc
」であり、対応付けられた商品の商品ＩＤが「Ｓ００２」であることを示す。コンテンツ
ＩＤ「Ｃ００３」は、再生時間が「６秒」であり、ファイル種別が「ｍｐ４」であり、格
納場所が「C:¥aaaa¥bbbb¥cccc」であり、対応付けられた商品の商品ＩＤが「Ｓ００３」
であることを示す。ファイル種別「ＭＰ４」は、ＭＰＥＧ－４（Moving　Picture　Exper
ts　Group　phase　4）であることを示す。コンテンツＩＤ「Ｃ００４」は、再生時間が
「６秒」であり、ファイル種別が「ｍｐ４Ｔ」であり、格納場所が「C:¥aaaa¥bbbb¥cccc
」であり、対応付けられた商品の商品ＩＤが「Ｓ００４」であることを示す。ファイル種
別「ＭＰ４Ｔ」は、ＭＰＥＧ－４　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｓｔｒｅａｍであることを示す
。
【００３６】
　図４に戻り、商品イメージ情報４２は、商品のイメージに関する情報を記憶したデータ
である。例えば、商品イメージ情報４２には、商品が発する匂い、味、触感、発する音な
どを表現したイメージに関する情報が記憶される。本実施例では、香水５Ａ～５Ｄが発す
る匂いを表現したイメージに関する情報が記憶される。
【００３７】
　図７は、商品イメージ情報のデータ構成の一例を示す図である。図７に示すように、商
品イメージ情報４２は、「商品ＩＤ」、「商品」、「トップノート」、「ミドルノート」
、「ラストノート」の各項目を有する。商品ＩＤの項目は、商品を識別する識別情報を記
憶する領域である。商品の項目は、商品を示す情報を記憶する領域である。トップノート
、ミドルノートおよびラストノートの各項目は、それぞれの匂いを表現したイメージに関
する情報を記憶する領域である。ここで、香水は、肌につけた瞬間から時間を追って香り
が変化する。トップノートは、つけてから１０～３０分程度での香りのイメージを示す情
報を記憶する領域である。ミドルノートは、つけてから２～３時間程度での香りのイメー
ジを示す情報を記憶する領域である。ラストノートは、つけてから５～１２時間程度での
香りのイメージを示す情報を記憶する領域である。
【００３８】
　図７の例では、商品ＩＤ「Ｓ００１」は、商品が「香水３Ａ」であり、トップノートが
「柚子」であり、ミドルノートが「ローズブロッサム」であり、ラストノートが「ホワイ
トウッドアコード」であることを示す。
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【００３９】
　図４に戻り、コンテンツデータ４３は、商品のプロモーションで使用する映像や画像な
どのコンテンツを記憶したデータである。例えば、コンテンツデータ４３としては、表示
コンテンツ情報４１に示された映像のデータが記憶されている。例えば、コンテンツデー
タ４３としては、香水３Ａ～３Ｄをそれぞれプロモーションする広告の映像のデータが記
憶されている。また、コンテンツデータ４３としては、商品イメージ情報４２のトップノ
ート、ミドルノート、ラストノートの各項目の香りのイメージに対応付けられた画像のデ
ータが記憶されている。
【００４０】
　インターネット情報４４は、インターネットから取得された各商品に関する情報を記憶
したデータである。例えば、インターネット情報４４には、ＳＮＳ２５から取得された各
商品に関する情報が記憶されている。
【００４１】
　制御部３３は、制御装置２０を制御するデバイスである。制御部３３としては、ＣＰＵ
（Central　Processing　Unit）、ＭＰＵ（Micro　Processing　Unit）等の電子回路や、
ＡＳＩＣ（Application　Specific　Integrated　Circuit）、ＦＰＧＡ（Field　Program
mable　Gate　Array）等の集積回路を採用できる。制御部３３は、各種の処理手順を規定
したプログラムや制御データを格納するための内部メモリを有し、これらによって種々の
処理を実行する。制御部３３は、各種のプログラムが動作することにより各種の処理部と
して機能する。例えば、制御部３３は、設定部５０と、識別部５１と、検出部５２と、取
得部５３と、表示制御部５４とを有する。
【００４２】
　設定部５０は、各種の設定を行う。例えば、設定部５０は、商品の位置に応じて、商品
のピックアップを検出するための領域を設定する。例えば、設定部５０は、各商品の特徴
に基づき、センサ装置２１から入力する撮影画像内から各商品の領域を検出する。例えば
、設定部５０は、香水３Ａ～３Ｄの色や形状などの特徴に基づいて、撮影画像内から香水
３Ａ～３Ｄの領域を検出する。そして、設定部５０は、商品毎に、商品の位置に応じた第
１の領域を設定する。例えば、設定部５０は、商品毎に、商品の領域に囲む矩形状の領域
を第１の領域として設定する。この第１の領域は、顧客が商品に触れたか否かを判定する
ための領域である。また、設定部５０は、商品毎に、第１の領域を包含する第２の領域を
設定する。例えば、設定部５０は、商品毎に、第１の領域の周囲に、同じサイズ領域を１
つずつ配置した第２の領域を設定する。この第２の領域は、顧客が商品を手に取ったか否
かを判定するための領域である。
【００４３】
　図８は、領域の一例を示す図である。例えば、設定部５０は、香水３Ａの色や形状など
の特徴に基づいて、撮影画像内から香水３Ａの領域６０を検出する。また、設定部５０は
、香水３Ａの領域に囲む矩形状の領域を第１の領域６１を設定する。また、設定部５０は
、例えば、第１の領域６１の周囲に、第１の領域６１と同じサイズ領域を１つずつ配置し
た第２の領域６２を設定する。
【００４４】
　識別部５１は、各種の識別を行う。例えば、識別部５１は、センサ装置２１で検知され
た人の属性を識別する。例えば、識別部５１は、人の属性として、検知された人の性別お
よび年齢層を識別する。本実施例では、年齢層を若者か熟年の２段階で識別する。例えば
、性別および年齢層毎に、顔の輪郭や目、鼻、口の位置などの標準的なパターンを記憶部
３２に予め記憶しておく。そして、識別部５１は、センサ装置２１で人が検出された場合
、センサ装置２１から入力する画像から顔領域の検出を行う。そして、識別部５１は、検
出された顔領域内の顔の輪郭や目、鼻、口の位置を性別および年齢層毎の標準的なパター
ンと比較して、もっとも類似するものを特定することにより、性別および年齢層を識別す
る。なお、人の属性を識別は、センサ装置２１が行ってもよい。すなわち、センサ装置２
１が人の属性の識別を行い、識別結果の属性情報を制御装置２０へ出力してもよい。
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【００４５】
　検出部５２は、各種の検出を行う。例えば、検出部５２は、商品毎に、商品がピックア
ップされたか否かを検出する。例えば、検出部５２は、センサ装置２１から入力する撮影
画像において、設定部５０により設定された各商品の第１の領域をそれぞれ監視し、第１
の領域に人の手が入ったか否か検知する。例えば、検出部５２は、センサ装置２１から入
力される人の手の指先の座標が第１の領域内となった場合、第１の領域に人の手が入った
と検知する。例えは、図３の例では、検出部５２は、左手先、右手先、左手親指、右手親
指などの指部分を人の手として、第１の領域に人の手が入った否かを検知する。
【００４６】
　検出部５２は、第１の領域内で人の手を検知した後に、第２の領域内で人の手が検知さ
れなくなった場合、商品の領域内で商品が検知されるか否かを判定する。検出部５２は、
商品の領域内で商品が検知されない場合、商品がピックアップされたと検出する。例えば
、商品３Ａについて設定した第１の領域に人の手が入ったことを検知し、その後、商品３
Ａについて設定した第２の領域で人の手が検知されない状態になり、かつ商品３Ａも検知
されない場合、商品３Ａがピックアップされたと検出する。なお、検出部５２の検出対象
とする商品は、１個でもよいし、複数個であってよい。また、検出部５２は、第１の領域
内で人の手を検知した後に、当該第１の領域内で人の手が検知されなくなった場合、商品
の領域内で商品が検知されるか否かを判定してもよい。また、商品のピックアップを検出
するための領域の設定、および、当該領域を用いた商品がピックアップされたか否かの検
出は、センサ装置２１が行ってもよい。すなわち、センサ装置２１が商品のピックアップ
を検出するための領域を設定し、当該領域を用いて商品がピックアップされたか否かの検
出を行って検出結果の情報を制御装置２０へ出力してもよい。
【００４７】
　図９は、ピックアップの検出を説明する図である。例えば、検出部５２は、香水３Ａの
第１の領域６１を監視し、第１の領域６１に人の手が入ったか否か検知する。図８の例で
は、第１の領域６１に人の手が入っている。検出部５２は、人の手を検知した第２の領域
６２内で人の手が検知されなくなり、かつ、香水３Ａの領域６０内で商品が検知されない
場合に、香水３Ａがピックアップされたと検出する。これにより、商品が触られただけの
場合とピックアップされた場合を判別できる。
【００４８】
　取得部５３は、各種の取得を行う。例えば、取得部５３は、インターネットから各商品
に関する情報を取得する。例えば、取得部５３は、ＳＮＳ２５から、各商品に関する投稿
を検索し、各商品に関する情報を取得する。なお、取得部５３は、ＳＮＳ２５から、各商
品に関する投稿を受け付けることにより、各商品に関する情報を取得してもよい。例えば
、ＳＮＳ２５が、定期的に各商品に関する投稿を制御装置２０に提供し、取得部５３が、
提供される各商品に関する情報を取得するものとしてもよい。
【００４９】
　取得部５３は、取得した各商品に関する投稿をインターネット情報４４に格納する。
【００５０】
　表示制御部５４は、各種の表示の制御を行う。例えば、表示制御部５４は、センサ装置
２１により人が検出されていない場合、所定のシナリオに従った商品情報をディスプレイ
２２に表示させる。例えば、表示制御部５４は、各商品のコンテンツの映像を所定の順に
繰り返しディスプレイ２２に表示させる。なお、各商品のコンテンツの映像とは別の映像
を表示させてもよい。例えば、各商品のコンテンツの映像とは別に所定のシナリオに従っ
た広告用の商品情報の映像のデータを記憶部３２に予め記憶させ、表示制御部５４は、セ
ンサ装置２１により人が検出されていない場合、当該映像のデータを繰り返しディスプレ
イ２２に表示させてもよい。
【００５１】
　表示制御部５４は、センサ装置２１により人が検出された場合、識別部５１により識別
された人の属性に対応する商品を特定する。例えば、表示制御部５４は、人の属性が「若
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者」、「女性」と識別された場合、「若者」、「女性」に対応する香水３Ａを対応する商
品と特定する。表示制御部５４は、特定された商品に関する情報をディスプレイ２２に表
示させる。例えば、表示制御部５４は、表示コンテンツ情報４１に基づいて、特定された
香水３Ａに対応するコンテンツのデータをコンテンツデータ４３から読み出し、読み出し
たコンテンツの映像をディスプレイ２２に表示させる。
【００５２】
　表示制御部５４は、コンテンツの映像をディスプレイ２２に表示させた後、センサ装置
２１により、人の所定の挙動が検出されたか否かを判定する。この所定の挙動とは、人が
興味を示したかを示す挙動である。例えば、人は、ディスプレイ２２に表示させた映像に
興味を示した場合、映像を見るために立止る。そこで、例えば、表示制御部５４は、ディ
スプレイ２２に映像の表示の開始から所定時間経過後、検知された人が滞留している場合
、所定の挙動が検出されたと判定する。なお、所定の挙動は、検知された人の所定時間の
滞留に限定されるものではなく、人が興味を示したかを示す挙動であれば何れであっても
よい。例えば、ディスプレイ２２に映像が表示された後に、人が検知される場合、所定の
挙動が検出されたと判定してもよい。また、例えば、検知された人の視線を検出して人の
視線がディスプレイ２２またはディスプレイ２２に表示された映像に対応する商品に所定
時間以上向いている場合、所定の挙動が検出されたと判定してもよい。
【００５３】
　表示制御部５４は、人の所定の挙動が検出されると、タブレット端末２３に商品に関す
る情報の表示を開始させる。例えば、表示制御部５４は、インターネット情報４４から、
特定の商品についてインターネットから取得された情報を読み出し、読み出した情報をタ
ブレット端末２３に表示させる。
【００５４】
　また、表示制御部５４は、人の所定の挙動が検出されると、ディスプレイ２２へのコン
テンツの映像の表示を終了させる。表示制御部５４は、ディスプレイ２２へのコンテンツ
の映像の表示の終了後、人が検知されていない場合と同様に、所定のシナリオに従った商
品情報をディスプレイ２２に表示させる。例えば、表示制御部５４は、各商品のコンテン
ツの映像を所定の順に繰り返しディスプレイ２２に表示させる。
【００５５】
　表示制御部５４は、検出部５２により、商品がピックアップされたことが検出された場
合、ピックアップされた商品に対応づけられた映像の出力を行う。例えば、表示制御部５
４は、ピックアップされた商品に対応するコンテンツのデータを読み出し、読み出したコ
ンテンツの映像をプロジェクタ２４から投影させる。これにより、例えば、香水３Ａがピ
ックアップされた場合、香水３Ａと同種の、展示台４上に配置された香水５Ａに対して映
像が投影される。表示制御部５４は、商品イメージ情報４２に従い、プロジェクタ２４か
ら投影させる映像を変化させて、香水３Ａが発する匂いの時間的変化を映像により表現す
る。例えば、表示制御部５４は、所定のタイミングで、トップノート、ミドルノート、ラ
ストノートの各画像を順に投影して匂いの時間的変化を映像により表現する。この際、表
示制御部５４は、各種の画像効果を加えて投影してもよい。例えば、表示制御部５４は、
２秒ごとなどエフェクトを変化させて画像を表示させる。これにより、香水３Ａをピック
アップした人は、香水５Ａに対して投影された映像から香水３Ａが発する匂いの時間的変
化を疑似的に感じることができる。なお、表示制御部５４は、商品の特徴や商品の効果な
どを示す映像を投影してもよい。また、表示制御部５４は、人の属性毎に、投影する映像
の種類を変えてもよい。例えば、表示制御部５４は、属性が女性の場合、香水３が発する
匂いを示した映像を投影し、属性が男性の場合、香水３の特徴や効果などを示す映像を投
影してもよい。
【００５６】
　表示制御部５４は、映像の投影中に、検出部５２により、他の商品がピックアップされ
たことが検出された場合、ピックアップされた他の商品に対応づけられた映像の出力を行
う。例えば、表示制御部５４は、香水３Ａのピックアップが検出されて香水５Ａに対して
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映像が投影している途中で、香水３Ｂのピックアップが検出された場合、香水５Ａに対す
る映像の投影を中止する。そして、表示制御部５４は、ピックアップされた香水３Ｂに対
応するコンテンツのデータを読み出し、読み出したコンテンツの映像をプロジェクタ２４
から投影させる。これにより、香水５Ａに対する映像の投影を中止されて、展示台４上に
配置された香水５Ｂに対して映像を投影される。
【００５７】
　ここで、具体例を用いて説明する。図１０は、ディスプレイに表示される画像の一例を
示す図である。表示制御部５４は、センサ装置２１により人が検出されていない場合、所
定のシナリオに従った商品情報をディスプレイ２２に表示させる。表示制御部５４は、各
商品のコンテンツの映像を所定の順に繰り返しディスプレイ２２に表示させる。図１０の
左側の画面例では、所定のシナリオに従ったストーリ広告が表示されていることが示され
ている。
【００５８】
　センサ装置２１により人が検出された場合、識別部５１は、センサ装置２１で検知され
た人の属性を識別する。表示制御部５４は、識別された人の属性に対応する商品のコンテ
ンツの映像をディスプレイ２２に表示させる。図１０の右側の画面例では、人が検知され
た場合、検知された人の属性に対応する香水の映像が表示されている。これにより、検知
された人に対して、人の属性に対応した商品の広告が表示されるため、ひとりひとりの嗜
好を判断した販売促進の実現でき、広告の効果を高めることができる。なお、図１０の例
では、表示制御部５４が、人の属性を識別している間、ストーリ広告に判定中と表示させ
ているが、この判定中の表示は行わなくてもよい。
【００５９】
　表示制御部５４は、コンテンツの映像をディスプレイ２２に表示させた後、人の所定の
挙動が検出された場合、タブレット端末２３に商品に関する情報の表示を開始させる。例
えば、表示制御部５４は、インターネット情報４４から、人の属性に対応する商品につい
てインターネットから取得された情報を読み出し、読み出した情報をタブレット端末２３
に表示させる。図１１は、タブレット端末に表示される画像の一例を示す図である。図１
１の例では、ＳＮＳ２５に投稿された商品に関する記事に多く含まれるキーワードが、出
現頻度が多いものほど文字が大きく表示されている。また、図１１の例では、ＳＮＳ２５
に投稿された商品に関する記事が表示されている。これにより、検知された人に対して、
商品に関する第三者の評価を提示できる。ここで、近年、口コミなど第三者の評価が、購
買行動に対して大きな影響を持つ場合がある。例えば、商品を購入する場合に、ＳＮＳ２
５などで第三者の評価を検索して購入するか否かを検討する場合がある。そこで、タブレ
ット端末２３に商品に関する第三者の評価を提示することにより、単純に商品に関する広
告を提示するより、商品に対する安心感や信頼感を提供できる。
【００６０】
　商品がピックアップされた場合、表示制御部５４は、ピックアップされた商品と同じ種
類で物理的に別個の商品に対して映像を投影する。本実施例では、ピックアップされた香
水３と同じ種類で別に配置された香水５に対して、トップノート、ミドルノート、ラスト
ノートの各画像を順に投影して匂いの時間的変化を映像により表現する。図１２は、投影
される画像の一例を示す図である。図１２の例では、トップノートの香りを表現した画像
Ａからミドルノートの香りを表現した画像Ｂ、ラストノートの香りを表現した画像Ｃへと
画像が順に変化している。これにより、ピックアップされた香水３に対応する香水５に映
像を投影することにより、投影された映像からピックアップされた香水３が発する匂いの
時間的変化を疑似的に感じることができる。また、投影された映像から匂いを疑似的に感
じさせることにより、商品のイメージを向上させることができる。
【００６１】
　このように、商品情報表示システム１０は、顧客に対して商品のプロモーションをより
効果的に行うことができる。
【００６２】
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　なお、制御装置２０は、さらに商品に関するインセンティブ情報をさらに表示させても
よい。例えば、表示制御部５４は、２次元バーコードなどにより、ピックアップされた商
品の割引を行うクーポンをタブレット端末２３に表示させてもよい。これにより、商品情
報表示システム１０は、商品の購入を促すことができる。
【００６３】
　また、制御装置２０は、人の反応状況を蓄積してもよい。例えば、制御装置２０は、商
品毎に、対象となる属性の人が検出された回数と、所定の挙動、ピックアップが検出され
た回数を蓄積することにより、商品が対象とする顧客が正当化や、表示する映像に効果が
あるかを評価でき、プロモーションの内容の見直しを行うことができる。
【００６４】
［処理の流れ］
　本実施例に係る制御装置２０が実施する表示制御の流れについて説明する。図１３は、
表示制御処理の手順の一例を示すフローチャートである。この表示制御処理は、所定のタ
イミング、例えば、センサ装置２１で人が検知されたタイミングで実行される。
【００６５】
　表示制御部５４は、センサ装置２１により人が検出されていない場合、各商品のコンテ
ンツの映像を所定の順に繰り返しディスプレイ２２に表示させる。
【００６６】
　センサ装置２１により人が検出された場合、図１３に示すように、識別部５１は、セン
サ装置２１で検知された人の属性を識別する（Ｓ１０）。表示制御部５４は、識別された
人の属性に対応する商品のコンテンツの映像をディスプレイ２２に表示させる（Ｓ１１）
。
【００６７】
　表示制御部５４は、人の所定の挙動が検出されたか否かを判定する（Ｓ１２）。所定の
挙動が検出されない場合（Ｓ１２否定）、処理を終了する。
【００６８】
　一方、所定の挙動が検出された場合（Ｓ１２肯定）、表示制御部５４は、インターネッ
ト情報４４から、人の属性に対応する商品についてインターネットから取得された情報を
読み出し、読み出した情報をタブレット端末２３に表示させる（Ｓ１３）。また、表示制
御部５４は、ディスプレイ２２へのコンテンツの映像の表示を終了させる（Ｓ１４）。
【００６９】
　表示制御部５４は、検出部５２により商品のピックアップが検出されたか否かを判定す
る（Ｓ１５）。検出部５２は、例えば、第１の領域内で人の手を検知した後に、第２の領
域内で人の手が検知されず、かつ、商品の検知領域内で商品が検知されない場合に、商品
がピックアップされたと検出する。商品のピックアップが検出されない場合（Ｓ１５否定
）、処理を終了する。
【００７０】
　一方、商品のピックアップが検出された場合（Ｓ１５肯定）、表示制御部５４は、ピッ
クアップされた商品に対応づけられた映像をプロジェクタ２４から出力する（Ｓ１６）。
表示制御部５４は、映像の出力が終了すると、処理を終了する。
【００７１】
　表示制御部５４は、表示制御処理が終了すると、各商品のコンテンツの映像を所定の順
に繰り返しディスプレイ２２に表示させる。なお、Ｓ１４では、ディスプレイ２２への商
品のコンテンツの映像の表示を終了させるとともに、所定のシナリオに従ったストーリ広
告の表示を開始させても良い。
【００７２】
［効果］
　上述してきたように、本実施例に係る制御装置２０は、商品の位置に応じて設定された
第１の領域内で人の手を検知した後に、第１の領域と同じ領域又は第１の領域を包含する
第２の領域内で人の手が検知されず、かつ、位置に応じて設定された商品の検知領域内で
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商品が検知されない場合に、商品がピックアップされたことを検出する。これにより、制
御装置２０は、商品の位置が変更された場合でも、商品が取り出されたことを検出できる
。
【００７３】
　また、本実施例に係る制御装置２０は、商品の位置に応じて設定された第１の領域内で
人の手を検知した後に、第１の領域と同じ領域又は第１の領域を包含する第２の領域内で
前記人の手が検知されず、かつ、位置に応じて設定された商品の検知領域内で商品が検知
されない場合に、商品に対応づけられた映像の出力を行う。これにより、制御装置２０は
、商品が取り出されたことを検出でき、取り出された商品に対応づけられた映像を出力で
きる。
【００７４】
　また、本実施例に係る制御装置２０は、商品と同じ種類で物理的に別個の商品の方向に
向けた映像を投影させる。これにより、取り出された商品と同じ種類で物理的に別個の商
品に対して映像が投影されため、人に対して商品に対応付けられた映像を、商品に対応さ
せて認識しやすく投影できる。
【００７５】
　また、本実施例に係る制御装置２０は、商品が発する匂いを表現した映像を出力させる
。これにより、制御装置２０は、映像から第一の商品が発する匂いを人に疑似的に感じさ
せることができる。
【００７６】
　また、本実施例に係る制御装置２０は、商品が発する匂いの時間的変化を表現した映像
を出力させる。これにより、制御装置２０は、映像から商品が発する匂いの時間的変化を
人に疑似的に感じさせることができる。
【００７７】
　また、本実施例に係る制御装置２０は、映像の投影中に、検出部５２により、他の商品
がピックアップされたことが検出された場合、ピックアップされた他の商品に対応づけら
れた映像の出力を行う。これにより、制御装置２０は、ピックアップされた商品が変わっ
たとしても、ピックアップされた商品の映像を速やかに投影できる。
【００７８】
　また、本実施例に係る制御装置２０は、指部分でピックアップを検知する。これにより
、制御装置２０は、商品のピックアップを精度よく検知できる。
【００７９】
　また、本実施例に係る制御装置２０は、人の手の検知を、撮像画像に含まれる人の画像
について行った骨格分析によって行っている。これにより、制御装置２０は、人の手を精
度よく検知できる。
【００８０】
　また、本実施例に係る制御装置２０は、第１の領域、第２の領域および商品の検知領域
を、商品の位置を撮像範囲に含む撮像画像から検出された商品の位置に応じて設定してい
る。これにより、制御装置２０は、商品の位置が変更された場合でも、第１の領域、第２
の領域および検知領域を適切に設定できる。
【実施例２】
【００８１】
　さて、これまで開示の装置に関する実施例について説明したが、開示の技術は上述した
実施例以外にも、種々の異なる形態にて実施されてよいものである。そこで、以下では、
本発明に含まれる他の実施例を説明する。
【００８２】
　例えば、上記の実施例では、商品の匂いを表現した映像を出力する場合について説明し
たが、開示の装置はこれに限定されない。例えば、制御装置２０は、商品の味、触感、発
する音など表現した映像を出力してもよい。味は、甘味、酸味、塩味、苦味、辛味、渋味
など味覚の種類をそれぞれの代表する食材の映像により表現できる。例えば、甘味などフ
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ルーティ度は、商品と異なる他の果物の種類および量（数）で表現することで、可視化し
、イメージし易さを視覚的効果から向上可能である。触感も、触感の種類をそれぞれの代
表する物品の映像により表現できる。例えば、触感としてざらざら感は、物品の表面の粗
さなどにより表現できる。また、例えば、触感としてみずみずしさは、水面の揺れや水滴
が落ちる様子のスピード感、粘り気、水分量、弾け方などにより表現できる。音は、例え
ば、音をエフェクト化して波形として示すことで表現できる。また、商品の匂い、味、触
感、発する音のうちの複数を映像により表現してもよい。
【００８３】
　また、上記の実施例では、商品を香水とした場合について説明したが、開示の装置はこ
れに限定されない。商品は、匂い、味、触感、発する音などに違いがあるものであれば何
れでもよい。例えば、商品をワインとする場合、匂い、味、触感を映像により表現するこ
とが考えられる。また、商品を乳液などの化粧品とする場合、触感を映像により表現する
ことが考えられる。また、商品を車やバイクとする場合、発する音を映像により表現する
ことが考えられる。このように、商品は、匂い、味、触感、発する音を映像で表現するこ
とにより、顧客の購入意欲を刺激することができる。
【００８４】
　また、上記の実施例では、タブレット端末２３を１台設けた場合について説明したが、
開示の装置はこれに限定されない。タブレット端末２３は、複数台設けてもよい。例えば
、商品棚２が複数ある場合、タブレット端末２３は、商品棚２毎に設けてもよい。また、
タブレット端末２３は、１または複数の商品に対して１台ずつ設定してもよい。また、上
記の実施例では、ディスプレイ２２も１台設けた場合について説明したが、開示の装置は
これに限定されない。ディスプレイ２２も、複数台設けてもよい。
【００８５】
　また、上記の実施例では、香水３に対して香水５を１対１で設けた場合について説明し
たが、開示の装置はこれに限定されない。例えば、香水５を１つだけ設け、各香水３の匂
いを表す映像を香水５に投影するようにしてもよい。即ち、香水３Ａ～３Ｄのいずれかに
対して第２の挙動を検出した場合に、検出された香水の匂いを表す映像を、香水５Ａに投
影してもよい。この場合、香水５は、香水３の何れかと同じの形状であってもよく、一般
的な香水瓶の形状であってもよい。
【００８６】
　また、上記の実施例では、タブレット端末２３に第２の情報の表示が開始されると、デ
ィスプレイ２２おける第１の情報の表示を終了する場合について説明したが、開示の装置
はこれに限定されない。例えば、タブレット端末２３に第２の情報の表示が開始される場
合に、ディスプレイ２２に所定のシナリオに従った商品情報の表示を行わせてもよい。
【００８７】
　また、上記の実施例では、ディスプレイ２２とタブレット端末２３とは別の装置である
例を示したが、開示の装置はこれに限定されない。ディスプレイ２２に例示される第一の
ディスプレイと、タブレット端末２３に例示される第二のディスプレイとは、同一の表示
装置上に対する出力であっても構わない。この場合、同一の表示装置上に第一のディスプ
レイに相当する第一の表示領域と、第二のディスプレイに相当する第二の表示領域とを設
けることができる。
【００８８】
　また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示
の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的状態は図
示のものに限られず、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意
の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。例えば、設定部５
０、識別部５１、検出部５２、取得部５３および表示制御部５４の各処理部が適宜統合さ
れてもよい。また、各処理部の処理が適宜複数の処理部の処理に分離されてもよい。さら
に、各処理部にて行なわれる各処理機能は、その全部または任意の一部が、ＣＰＵおよび
当該ＣＰＵにて解析実行されるプログラムにて実現され、あるいは、ワイヤードロジック
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によるハードウェアとして実現され得る。
【００８９】
［商品情報出力プログラム］
　また、上記の実施例で説明した各種の処理は、あらかじめ用意されたプログラムをパー
ソナルコンピュータやワークステーションなどのコンピュータシステムで実行することに
よって実現することもできる。そこで、以下では、上記の実施例と同様の機能を有するプ
ログラムを実行するコンピュータシステムの一例を説明する。図１４は、商品情報出力プ
ログラムを実行するコンピュータを示す図である。
【００９０】
　図１４に示すように、コンピュータ３００は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）
３１０、ＨＤＤ（Hard　Disk　Drive）３２０、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）３４
０を有する。これら３００～３４０の各部は、バス４００を介して接続される。
【００９１】
　ＨＤＤ３２０には上記の設定部５０、識別部５１、検出部５２、取得部５３および表示
制御部５４と同様の機能を発揮する商品情報出力プログラム３２０ａが予め記憶される。
なお、商品情報出力プログラム３２０ａについては、適宜分離しても良い。
【００９２】
　また、ＨＤＤ３２０は、各種情報を記憶する。例えば、ＨＤＤ３２０は、商品のプロモ
ーションで使用する映像や画像などの各種のコンテンツのデータを記憶する。
【００９３】
　そして、ＣＰＵ３１０が、商品情報出力プログラム３２０ａをＨＤＤ３２０から読み出
して実行することで、実施例の各処理部と同様の動作を実行する。すなわち、商品情報出
力プログラム３２０ａは、設定部５０、識別部５１、検出部５２、取得部５３および表示
制御部５４と同様の動作を実行する。
【００９４】
　なお、上記した商品情報出力プログラム３２０ａについては、必ずしも最初からＨＤＤ
３２０に記憶させることを要しない。
【００９５】
　例えば、コンピュータ３００に挿入されるフレキシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－ＲＯ
Ｍ、ＤＶＤディスク、光磁気ディスク、ＩＣカードなどの「可搬用の物理媒体」にプログ
ラムを記憶させておく。そして、コンピュータ３００がこれらからプログラムを読み出し
て実行するようにしてもよい。
【００９６】
　さらには、公衆回線、インターネット、ＬＡＮ、ＷＡＮなどを介してコンピュータ３０
０に接続される「他のコンピュータ（またはサーバ）」などにプログラムを記憶させてお
く。そして、コンピュータ３００がこれらからプログラムを読み出して実行するようにし
てもよい。
【符号の説明】
【００９７】
　１　店舗
　２　商品棚
　３、３Ａ～３Ｄ　香水
　４　展示台
　４Ａ　スタンド部分
　４Ｂ　壁部分
　５、５Ａ～５Ｄ　香水
　１０　商品情報表示システム
　２０　制御装置
　２１　センサ装置
　２２　ディスプレイ
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　２３　タブレット端末
　２４　プロジェクタ
　３２　記憶部
　３３　制御部
　４０　商品情報
　４１　表示コンテンツ情報
　４２　商品イメージ情報
　４３　コンテンツデータ
　４４　インターネット情報
　５０　設定部
　５１　識別部
　５２　検出部
　５３　取得部
　５４　表示制御部

【図１】 【図２】
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【図１１】
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